
 

3-3 相手国側分担事業の概要 

本計画工事の実施にあたり、下記項目は「カ」国政府による分担・実施が必要である。 

(1) 計画に必要な情報及びデータの提供 

(2) 発電・配電施設及び仮設の建設工事のために必要な用地の確保 

(3) 工事期間中に必要な用地の借地権の取得・無償提供、及び障害物の除去 

(4) 既存の発電及び配電設備の撤去 

(5) サイト外の建設工事に関連する既存道路の維持保守 

(6) 銀行取り決め（Banking Arrangements）に従って我が国の外国為替銀行の支払い通知

及び支払い手数料の負担 

(7) 輸入資機材の荷揚げ・通関の保証、及び関税の免除 

(8) 認証された契約に基づいてサービスや資機材の供給のために必要となる日本人に対

する入国及び滞在に関わる必要な一切の許認可 

(9) 上記日本人に対し、その業務の遂行に関連して課せられるかもしれない関税、内国

税、その他の課徴金の免除 

(10) 無償資金協力で建設あるいは調達された施設及び資機材の適正かつ効果的な使用と

維持管理 

(11) 本計画の実施に際し、我が国の無償資金協力で負担されない事項の全ての負担 

 

 

3-4 プロジェクトの運営・維持管理計画 

3-4-1 基本方針 

2001年に交付された電力法（Electricity Law）では電力供給事業を営む者は、EACの事業

免許の取得及び電気料金の認可が必要とされている。 

本計画の実施機関であるMIMEは、計画施設完成後の電力供給事業をMIME及び DIME

を中核として、モンドルキリ州政府及び地域住民が参加する形の運営組織を設立する意向

である。なお、この場合、本計画施設の所有権はMIMEにある。 

しかし、MIME及び DIMEは電力行政機関として電力供給事業の監理、監督は行ってい

るものの、電力事業を直接的に運営・管理する機能及び技術は有していない。計画施設完

成後の電力供給事業は適切な手法と技術によって長期的に持続可能な運営・管理がされる

ことが最も重要である。従って、事業の運営・管理にあたる要員に対する必要な運営・管

理手法及び運転・保守についての前述（第 3章 3-2-4-7）のソフトコンポーネントを実施す

る。 
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3-4-2 管理組織 

図 3-6に本計画実施完了後の電力供給事業組織を提案する。 

・ 1名 ・ 1名

・ 庶務・調達 1名 ・ ディーゼル運転員 2名

・ 経理 1名 ・ オモレン水力運転員 4名

・ 料金徴収 1名 ・ オロミス水力運転員 4名

・ 運転手 1名 ・ プレダクデュエル水力運転員 4名

・ 発電設備保守維持 4名

・ 3

・ 運転手 1名

管理事務
   ( 5 名 )

センモノロム電力公社

主任 

運転・保守
  ( 23 名 )

次長

主任

配電設備保守および検針

マネージメントボード

所長

事務管理
次長

技術・運転

名

委託契約

修繕等技術サービス

リコメンド

報告

保守技術業者

運営指導委員会
    MIME
    EAC
   州政府
    センモノロム市
    消費者代表

報告

 在カンボジア日本大使館

 

 
備考：マネージメントボードメンバーはカンボジア電力法に従ってMIMEにより設立される。
 

図 3-6  センモノロム電力供給運営管理の組織図 

 

本組織は、事業を経営（運営・管理）する会社組織と事業への助言を行う委員会とで構

成される。事業の経営権はMIMEが保持し、MIMEが選任した事業者（代表者、経理担当

役員、技術担当役員の 3名）がその経営に当たる。各担当役員は、下部組織の経理及び運

転・保守部門を分する。 

事業会社の構成員数は、総数 31名で、その内訳は次のとおり。 

・ 役員 ： 3名 

・ 事務、経理部門 ： 5名 

・ 運転・保守部門（検針含む） ：23名 

 

3-4-3 運転、維持管理計画 

本計画は、3水力発電所及び１ディーゼル発電所の複数電源を有する系統による電力供給

体制となっている。そのため、センモノロム市内に管理事務所を設置して、無線通信によ

り、各発電所の運転状況の把握と起動、停止等の運転、維持管理を行う。 
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以下に、各担当部署の業務内容を示す。 

(1) 経営部門  

代表者及び管理部門及び運転、維持管理部門を統括する計 3名の役員で構成される。

ここでは、事業経営に係わるすべての事項についての判断を行う。 

(2) 管理部門 

部門の責任者を含み 5名。この部署では、次の業務を行う。 

・ 電力料金の窓口徴収及び管理 

・ 事業運営費（税、人件費、設備の維持管理費、修理費等）の支払い及び管理 

・ 事業収支管理及び料金計画 

・ 助言者委員会の運営及び一般渉外事項 

(3) 運転、維持管理部門  

部門の責任者を含み 23名。この部署では次の業務を行う。 

・ 3水力発電所の運転、維持及び施設管理 

・ ディーゼル発電所の運転、維持及び施設管理 

・ 送配電線を含む施設全体の維持、点検、スペアパーツの管理及び修理 

・ 各発電所の運転状況の把握、起動・停止指令 

・ 電力使用量検針 

(4) 助言者委員会  

MIME、DIME、モンドルキリ州知事、センモノロム市長、需要家代表（各業種代表

数名）及び EAC等で構成し、事業者からの諮問に対する助言及び委員会独自の助言を

行う。この委員会の助言は、事業経営についての拘束力を持たない。委員会事務局は

DIMEが担当し、必要に応じ事業者と協議、調整する。 

 

(5) 保守技術業者 

運転を開始して数年間は、運転・保守に関する技術的な助言、及び点検、修理及びス

ペアーパーツの納入に協力する専門企業（EDC など電力の専門技術を有する企業）と

の年間包括契約を行うことを提案する。 

 

3-4-4 電気料金計画 

本計画の対象地域住民の生活環境を改善する上位目標に従って低所得者層の住民が利用

できる安価な電気料金を設定する。電気料金の設定は EACの認可を得ることとなっている。

「カ」国において 2005年 4月にかねてから審議されていた電気料金の制定にかかる政令

（EAC Sub-decree, Regulations and procedures for regulating Electricity Tariff in the Kingdom of 

Cambodia）が発効した。本計画の電気料金もこの政令に準じた設定となる。 
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(1) 現状の電気料金 

現在のセンモノロム市での民間電力会社による電気料金は前述（第１章）のとおり

1,800 ﾘｴﾙ/kWh（48.3円/kWh）から 2,300 ﾘｴﾙ（61.7円/kWh）とプノンペンの 4倍以上で

あり、低所得者層ではとても支払えない高額な料金となっている。 

 

(2) 住民の支払い能力 

前述（第 2章 2-2-3）の住民の電化に対する意識調査によると、センモノロム市民の

支払い意思額は平均が 700 ﾘｴﾙ/kwh（18.8円/kWh）程度であるが、低所得者層の支払い

可能な電気料金は、300 ﾘｴﾙ/kwh（8.0円/kWh）程度と推察される。月間の電気を含む灯

油やローソクなどの照明エネルギーに支出している費用は約半数の世帯が 10,000 ﾘｴﾙ

以上を費やしているが、低所得者層にとって、支払い可能な電気料金は月額で約 5,000 

ﾘｴﾙ（134円）程度になると考えられる。 

 

(3) 発電原価 

本計画の電力設備の維持運営は電気料金によって賄われなければならない。発電原価

の算定方法は「カ」国の電気料金法による。それによると施設が無償援助の場合、電

気料金計算上は、原価償却費を計上しなくても良いと記載されている。すなわち、無

償援助による裨益が電気料金に現れるための配慮がされている。従って、本計画は我

が国政府からの無償資金協力によるものであるため、基本的に減価償却費は考慮しな

いものとする。ただし、電気料金を支払い意思額の範囲内に収まる程度に、持続可能

な設備運営を図る目的で、数年に一度のオーバーホールのための準備金を積み立てる

ものとする。 

表 3-30に電力供与開始初年の発電原価の試算値を示す。 

計算結果より、消費電力量当りの原価はおよそ 570 ﾘｴﾙ/kWh（15.3円/kWh）程度と見

積もられる。 
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表 3-30  発電原価算定表 (供与開始初年) 

単位 水力発電
ディーゼル発

電
計

設備出力 kW 370 250 620
電力量
年間発生電力量 MWh 841 281 1,122
　所内消費率 % 1 4
　所内消費電力量 MWh 8 13 21
　送電電力量 〃 833 268 1,101
　購入電力量 〃 0 0
有効電力量 MWh 833 268 1,101
　送配電ロス率 % 10 10
　送配電ロス MWh 83 27 110
販売電力量 〃 750 241 991

単位燃料費
　燃料効率 ｌ

0

10

/ｋWh 0.25
　トン当りドル単価 $/ton 530
　kWh当り単価 $/kWh 0.1113
同上　リエル単価 ﾘｴﾙ/kWh 456
　油脂消費率 l/kWh 0.001
　バレル当りドル単価 $/ﾊﾞﾚﾙ 415
　kWh当りドル単価 $/kWh 0.0026
同上　リエル単価 ﾘｴﾙ/kWh 11
その他雑費 ﾘｴﾙ/kWh 10 10

発電費用
燃料費 千ﾘｴﾙ 128,229 128,229
油脂費 〃 2,995 2,995
その他雑費 〃 8,410 2,810 11,220

小計 〃 8,410 134,034 142,444
kWh当りライセンス料 ﾘｴﾙ/kWh 1.6 1.60
ライセンス料 千ﾘｴﾙ 1,200 386 1,585
人件費 〃 96,088 32,029 128,117
修繕費 〃 10,000 40,000 50,000
管理費 〃 28,826 9,609 38,435
オーバーホール積立金 〃 20,000 50,000 70,000
金利負担 〃 0 0

計 千ﾘｴﾙ 163,324 265,672 430,581
販売kWh当り費用 ﾘｴﾙ/kWh 218 1,101 384

送配電費用
人件費 千ﾘｴﾙ 85,411
修繕費 〃 5,000
管理費 〃 25,623
金利負担 〃 0
　kWh当りライセンス料 ﾘｴﾙ/kWh
ライセンス料 千ﾘｴﾙ 1,090

計 千ﾘｴﾙ 117,125
販売kWh当り費用 ﾘｴﾙ/kWh 156

財務費用
税金 千ﾘｴﾙ 14,422
銀行手続き諸費用 〃 2,000

計 千ﾘｴﾙ 16,422
販売kWh当り費用 ﾘｴﾙ/kWh 17

千ﾘｴﾙ 564,128
ﾘｴﾙ/kWh 391 1,274 569

備考：　換算レート　1US$=4,100 ﾘｴﾙ (EAC 採用値）

17

117,125
156

14,422
2000

項　　目

合計
発電原価（販売kWh当り総費用）

85,411
5,000
25,623

0
1.1

1,090

16,422

0
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(4) 提案する電気料金 

社会状況調査による所得別の住民の支払い意思額及び支払い可能額を参考に表 3-31

に電気料金を提案する。 

表 3-31  電気料金案 

分  類 電気料金 (参考) 

（月当り消費電力量） ﾘｴﾙ/kWh 円/kWh 加重平均料金 

I   0 ～20kWh/month 400 10.7 400 ﾘｴﾙ/kWh 

II   20～100kWh/month 600 16.1 400 ～560 

III  100～200kWh/month 800 21.4 560 ～680 

IV  200以上 kWh/month 1,000 26.8 680～999 ﾘｴﾙ/kWh 

1 ﾘｴﾙ= 0.0268 円 

 

料金設定の基本的考え方は原価主義、電力使用量に応じた従量料金制とした。 

すなわち、消費者間での相互援助を発生させないことを基本とした。また、固定料金

となる基本料金は設定せず、貧困層等の少量の使用者に負担感を持たせないよう配慮

した。 

 

料金レベルは 4段階とした。一番下の料金は電灯やラジオ等最低限日常生活に必要な

照明等の使用量程度までとし、料金は水力発電原価相当の 400 ﾘｴﾙ/kWh（10.7円/kWh）

とした。本計画で新たに電化される世帯のほとんどがこのランクに入る。 

二番目の料金は平均コスト相当の 600 ﾘｴﾙ/kWh（16.1円/kWh）とした。大多数の世帯

の消費電力量はこの 2番目までの範囲に入る。 

三番目と最も高い四番目の料金は、ディーゼルの燃料の焚き増し分の加算全体の財務

収支から設定した。この料金帯の利用者はゲストハウス等観光やビジネス関係の需要

家が想定される。 

 

上記の料金体系を2007年需要値に適用した場合、平均電気料金は約630ﾘｴﾙ/kWh（16.9

円/kWh）となり、現在の 1,800～2,300 ﾘｴﾙ/kWh（48～62円/kWh）に比べて飛躍的に電

気利用者の経済的負担が軽減される。また、この値は社会状況調査の支払い意思額平

均よりも約 100 ﾘｴﾙ（2.7円）低い値である。 
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3-5 プロジェクトの概算事業費 

3-5-1 協力対象事業の概算工事費 

本計画を我が国の無償資金協力により実施する場合の事業費総額は、約11.24億円となり、

先に示した我が国と「カ」国との施工負担区分に基づく双方の経費内訳は、以下に示す積

算条件において、次のとおりと見積もられる。ただし、ここに示す概算事業費は暫定値で

あり、必ずしも交換公文上の供与限度額を示すものではなく、協力対象事業の実施が検討

される時点においてさらに精査される。 

(1) 日本側負担経費 

    概算総事業費    約 1,103百万円 

表 3-32  日本側負担経費概要 

費   目 概算事業費（百万円） 

 水力発電施設 3箇所 604 

施 設 補助電源（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電）及び 

管理事務所施設 1箇所 

76 

 送配電網整備 271 

施設維持管理用機材 9 

実施設計・施工監理・ソフトコンポーネント 143 

 

(2) 「カ」国負担経費 

表 3-33  「カ」国負担経費概要 

項 目 数 量 単位 金額（US$） 備 考 

土地取得・借用費 15 ha 62,000  

既存道路改修・維持費 20 km 24,000  

既設の電力設備の撤去費 1 式 15,000  

一般需要家引き込み線工

事費 
1,200 戸 24,000  

屋内配線工事費 1,200 戸 24,000  

ﾛｰｶﾙｽﾀｯﾌ研修費 1 式 5,000  

事業運用開始準備費 1 式 36,000  

合計   190,000 約 21百万円 

 

(3) 積算条件 

1) 積算時点 2005年 12月 

2) 為替交換レート 
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1US$ ＝ 109.91円（2004年 6月から 11月までの TTS平均値） 

3-5-2 運営・維持管理費 

(1) 年間の収支 

表 3-34に運転開始を 2008年 1月とした場合の運営維持管理費の内容を含めた年間の

財務収支を示す。これより、運転開始年の年間の収支は黒字となる見込みである。し

かし、その年の雨量の大小により水力発電による供給量が変動するため、ディーゼル

発電による電力量も変動する。そのため、燃料費の増減による収支の変動が予想され

る。 
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表 3-34  初年度の収支見通し 

単位 水力発電
ディーゼル
発電

計

年間消費消費電力量 MWh 750 241 991
平均電力料金　リエル単位 Riel/kWh 631
　同上　　　　　　円　　単位 円/kWh 16.9
　同上　　　　　　ドル  単位 US ct./kWh 0.154

電力販売収入 1,000US $ 152.63
発電費用

可変費

　燃料費 1,000US $ 31.28 31.28
　油脂費 〃 0.73 0.73
　その他 〃 2.05 0.69 2.74
　ランセンス料 〃 0.29 0.09 0.39

小計 〃 2.34 32.79 35.13
固定費

　人件費 1,000US $ 23.44 7.81 31.25
　修繕費 〃 2.44 9.76 12.20
　管理費 〃 7.03 2.34 9.37
　オーバーホール積立金 〃 4.88 12.20 17.07

小計 〃 37.78 32.11 69.89
計 1,000US $ 40.13 64.89 105.02

送配電費用

可変費

　ランセンス料 1,000US $ 0.27
小計 〃 0.27

固定費

　人件費 1,000US $ 20.83
　修繕費 〃 1.22
　管理費 〃 6.25
　金利負担 〃 0.00

小計 〃 28.30
計 1,000US $ 28.57

財務費用

税金 1,000US $ 3.52
銀行手続き諸費用 〃 0.49

計 1,000US $ 4.01
1,000US $

年収支 1,000US $ 15.04
利益率 % 9.9%

備考：　換算レート　1US$=4,100 ﾘｴﾙ (EAC 採用値）

4.01
137.59

20.83
1.22
6.25
0.00

年総支出

28.30
28.57

3.52
0.49

項　　　目

0.27
0.27
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(2) 発電開始当初の運営資金 

表 3-35に料金徴収の時間差を考慮しない場合の月別の収支を示す。 

 

表 3-35  運転開始当初の月別収支見通し 

単位：千 US$ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

月間消費電力料量

需要端値 82.6 82.6 82.6 82.6 82.6 82.6 82.6 82.6 82.6 82.6 82.6 82.6

発電端値 93.5 93.5 93.5 93.5 93.5 93.5 93.5 93.5 93.5 93.5 93.5 93.5

水力発電分 45.0 40.0 40.0 45.0 80.0 90.0 90.0 90.0 90.0 85.0 85.0 80.0

ディーゼル発電分 48.5 53.5 53.5 48.5 13.5 3.5 3.5 3.5 3.5 8.5 8.5 13.5

料金収入 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7

発電費用

燃料油脂費 5.9 6.5 6.5 5.9 1.6 0.4 0.4 0.4 0.4 1.0 1.0 1.6

人件費他管理費 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4

送配電費用 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4

月別総費用 14.7 15.3 15.3 14.7 10.4 9.2 9.2 9.2 9.2 9.8 9.8 10.4

月間収支 -2.0 -2.6 -2.6 -2.0 

-2.0 -4.6 -7.2 -9.2 -7.0 -3.5 -0.0 

2.3 3.5 3.5 3.5 3.5 2.9 2.9 2.3

累積収支 3.5 7.0 9.8 12.7 15.0

項　　目

 
 

運転開始が乾期中のため、当初の 4ヶ月はディーゼル発電量が多いことにより燃料費

が嵩む。その結果、月別収支は 2 千 US$から 3 千 US$の赤字となる。繰越損は 4 月で

最大になりその額が 9千 US$に達する見込みである。 

 

運用の開始に当り準備されるべき費用としては、少なくとも電気料金の徴収後までの

運営資金は必要である。徴収作業を翌月として、2ヶ月後に集計されるすると、その間

の 2 ヶ月間の費用はおよそ 3 万 1 千 US$と見積もられる。更に、月間収支が黒字に転

じるまでの 2ヶ月分の欠損額として約 5千ドルを加えておく必要がある。 

その結果、当初の運開始に確保しておく資金額はおよそ 3万 6千 US$程度と見積もら

れる。 
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3-6 協力対象事業実施に当っての留意事項 

プロジェクト計画を円滑に進めるには下記のような準備作業を遅滞無く行っていく必要

がある。 

(1) MIMEによる工事管理事務所の設立と、プロジェクトマネージャーを始めとする所要

要員の確保 

(2) プロジェクト実施に必要な予算の確保 

(3) 発電所敷地の確保と、必要となる補償金の地権者への支払いを詳細設計作業実施前

に済ませる事 

(4) 取付け道路敷地の確保を現地建設工事実施前に済ませる事 

(5) MIMEによる発電所運転・保守要員・配電線の保守要員の確保と適切な要員訓練の実

施 

(6) 減税措置、関税措置、ビザ取得等カ国側責任の遅延の無い実施 

(7) プノンペンからセンノロム市までの道路一部は舗装されておらず、雨期には重量物

運搬が困難であるので、運搬時期には十分注意する事 
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第 4章 プロジェクトの妥当性の検証 



 

第４章 プロジェクトの妥当性の検証 

4-1 プロジェクトの効果 

(1) 直接効果 

本プロジェクトの実施によってセンモノロム市に電力が安定供給される事により西

暦 2012 年時点で人口 9,000 人世帯数 1,650 戸が電化の裨益を受け以下の効果が期待さ

れる。 

表 4-1  本プロジェクトの直接効果 

成  果  指  標 
項    目 

現状（2004年末） 計画（完工 5年後、2012年末）

1) 供給電力（発電端） 170kW(民間業者によ
る。ただし、廃業の見込

み) 

400kW（年間を通しての安定出
力） 

2) 電力供給時間 朝 3時間、昼 3時間、夜
6 時間、ただし頻繁に出
力制限有り 

24時間供給 

3) 電化率 約 32％ 約 80％ 

4) 電気料金 1,800 ﾘｴﾙ/kWh（48.3 円
/kWh）から 2,300 ﾘｴﾙ
/kWh(61.7円/kWh） 

平均 約 630 ﾘｴﾙ/kWh（16.9 円
/kWh） 
 

5) 公共サービスの向上 街路灯無 
学校/無電化 
病院/不安定な供給電力 

街路灯の整備、学校でのパソコ

ン導入が可能、病院等医療電気

器具の 24時間利用等 

 

(2) 間接効果 

1) 地域経済の発展 

センモノロム市はモンドルキリ州（計画年で 4万人）の州都で、行政のみでなく地

域経済の中心地となっている。そのセンモノロム市の電力事情が改善されることは、

モンドルキリ州全体の経済発展の牽引役となる。 

 

2) 観光産業の発展 

近年、我が国の援助により国道 7号線が整備され、長距離定期バスの就航等モンド

ルキリ州へのアクセスが改善され、ここ数年で観光客が急激に増加しており、電化に

よりさらに観光産業の宿泊施設の整備が促進される。 
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4-2 課題・提言 

本計画の効果が発現・持続するために、「カ」国側が取り組むべき課題は以下の通りであ

る。 

(1) 本計画の実施により 2013年までの供給力は確保されるが、2014年以降の電力需要の

伸びに対応するための電源確保を確実に実施する必要がある。 

(2) 電気料金は貧困層への裨益を十分配慮されたものでなければならない。また、電力

販売による収入は本プロジェクトを持続可能なものとするためにかかる費用にのみ

使用されるべきである。 

(3) センモノロム電力公社はカンボジアの法令基準に則って本プロジェクトを効率的に

運営するものとし、効率の向上による便益は貧困層が利用する電気料金に反映され

る必要がある。 

(4) 発電設備の運用に当たっては、再生可能エネルギーである水力発電による電力供給

を優先する運転パターンを確立し、より安価な発電コストの実現に努力する必要が

ある。 

(5) オモレン及びプレダクデュエル水力地点には観光客が訪れる滝があることから、特

に環境保持に配慮した発電所の運転・維持保守に努める必要がある。 

(6) ソフトコンポーネントの成果を全ての運転・保守要員に確実に伝達するとともに、

運転・保守技術の維持向上に努める必要がある。 

 

4-3 プロジェクトの妥当性 

以下の点から、無償資金協力による協力対象事業の実施は妥当であると判断される。 

(1) 裨益人口 

本計画の実施により、センモノロム市の居住者（人口約 9,000人）に対し、安価で安

定した質の良い電力を供給することが可能となる。 

 

(2) 教育・民生の安定への貢献 

公共機関による電化が実現することにより、電力の供給安定性が向上し、住民の生活

レベルの改善、社会福祉・公共施設の安定した運営、及び産業・経済活動の活性化が

促進される。 

 

(3) 緊急性 

センモノロム市では、現在、民間による不安定な電力供給のため慢性的な電力不足が

続いている状態であり、本計画が実施されなければ、現在の電化率（32%）の維持すら

困難な状況に陥り、都市部との地域間格差が拡大するばかりでなく、住民の生活レベ

ルの低下、社会・治安状況の悪化を引き起こす恐れがあることから、緊急的に本計画
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を実施し、電力供給の安定化を図る必要がある。 

 

(4) 維持管理能力 

本計画の実施機関であるMIMEの職員は、電力行政のノウハウは有しているものの、

直接的な電力事業を運営・管理する経験は乏しい。また新たに設立されるセンモノロ

ム電力公社の要員は電力設備の運転・維持管理技術を有していない。このため、組織

強化や運転、維持管理要員の運営・管理手法及び運転・保守に関する技術強化に関す

るソフトコンポーネント並びに OJT の実施を行うことにより、計画施設完成後の電力

供給事業が公正に経営され、また適切に運営・管理されるものと考えられる。 

 

(5) 中長期開発計画への寄与 

「カ」国政府のエネルギーセクター開発方針（Cambodia Energy Sector Strategy: 2004 to 

2020）では、都市部と地方部の格差是正、生活の改善、貧困削減を目指すために地方

電化は最も重要な事項であるとしており、本計画は地方部における貧困削減を目指し

た生活の改善のための再生可能エネルギーを利用した電化事業として、この目的に

沿ったもので、小水力発電における地方電化のパイロット的な位置づけと捕らえる事

が出来、その調査結果や事業の成り行きは、「カ」国全体の地方電化に影響を与えるも

のと考えられる。 

 

(6) プロジェクトの収益性 

本計画の運転開始初年度の kWh当り原価は 15.20 円/kWhと見積もられる。これに対

して、電力販売による kWh当りの平均電気料金は 16.92円/kWhで約 10%の収益が見込

まれる。しかし、気象や需要の変動によっては収支の変動が予想される。 

 

(7) 環境影響 

本計画は再生可能エネルギーである水力による発電を主体としており、環境に与える

影響は少ない。また、観光の滝を有する箇所においては景観に配慮した設計及び発電

運転が行われる。 

 

4-4 結論 

本計画は前述したとおり、「カ」国の都市部と地方部の格差是正、住民の生活レベルの向

上、並びに社会福祉施設、公共施設の安定した運営に多大の効果が期待されることから、

協力対象事業について我が国の無償資金協力を実施することは妥当であると考えられる。

また、本計画の運営・維持管理についても相手国側は人員・資金面で十分な準備体制を有

しており、4–2項で述べた課題が達成されれば、本計画はより円滑かつ効果的に実施される

ものと考えられる。
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調査団員・氏名 

 
1. 基本設計現地調査 

氏 名 担 当 所 属 

力石 寿郎 総 括 JICA カンボジア事務所長 

前田 陽子 計画管理 
JICA 無償資金協力部 
業務第二グループ生活環境改善チーム 

関澤 忠雄 
業務主任/ 
電力計画/ 

運営維持管理計画 
電源開発（株） 

有田 利行 送配電設備計画 日本工営（株） 

満田 稔彦 
発電計画/ 
施設設計 電源開発（株） 

谷本 晋一郎 環境社会配慮 日本工営（株） 

市田 実 自然条件調査 電源開発（株） 

三島 耕二 施工・調達管理/ 
積算 電源開発（株） 

 

2. 基本設計概要説明調査 

氏 名 担 当 所 属 

力石 寿郎 総 括 JICA カンボジア事務所長 

前田 陽子 計画管理 
JICA 無償資金協力部 
業務第二グループ生活環境改善チーム 

関澤 忠雄 
業務主任/ 
電力計画/ 

運営維持管理計画 
電源開発（株） 

満田 稔彦 
発電計画/ 
施設設計 電源開発（株） 

三島 耕二 施工・調達管理/ 
積算 電源開発（株） 

 

A - 1 





力石 前田 関澤 有田 満田 市田 三島 谷本

1 2004
12/1 水

2 12/2 木

4 12/4 土

5 12/5 日

6 12/6 月

7 12/7 火

移動(プノンペン
     →  バンコク)

9 12/9 木
移動(バンコク
     →   成田)

移動(成田→
    　プノンペン)

10 12/10 金

11 12/11 土

12 12/12 日

13 12/13 月

14 12/14 火

15 12/15 水

16 12/16 木

17 12/17 金

18 12/18 土

19 12/19 日
‐モンドルキリ
　市場調査
　及び環境調査

20 12/20 月
‐モンドルキリ
　現地踏査

21 12/21 火
移動(プノンペン
      →  バンコク)

22 12/22 水
移動(バンコク →
             　成田)

23 12/23 木

‐プノンペン
　にて小水力
　技術ワーク
　ショップ

24 12/24 金
‐ドラフト
　レポート作成

25 12/25 土
移動(プノンペン
     →  バンコク)

26 12/26 日
移動(バンコク
   →   成田)

27 12/27 月

28 12/28 火

29 12/29 水

30 12/30 木

‐協議（MIME）
‐M/Dの準備

調 査 行 程

移動(プノンペン →バンコク)
移動(バンコク →成田)

‐JICAへレポート提出

‐プノンペン
　現地調査

‐プノンペンにて小水力技術ワークショップ

‐協議及び打ち合わせ JICA

‐表敬訪問及び協議 EDC
‐表敬訪問及び協議 EAC
‐協議 MIME
‐インセプションレポートの説明
‐調査スケジュールの確認

移動(成田 → プノンペン)

‐プノンペン現地調査

‐プノンペン現地調査

‐ M/Dのサイン

‐プノンペン現地調査

‐ドラフトレポート作成

‐MIMEへレポート提出

‐モンドルキリ現地踏査

‐モンドルキリ
　現地踏査

‐モンドルキリ現地踏査

‐プノンペン
　現地調査

‐モンドルキリ市場調査及び
　環境調査

‐モンドルキリ現地踏査

‐ドラフトレポート作成

‐ドラフトレポート作成

8 水

JICA
No. Day

‐JICAへレポート提出

‐現地調査

‐現地調査
‐表敬訪問モンドリキリ州政府
‐表敬訪問及び協議（DIME）

‐現地調査

12/8

１．基本設計現地調査

3 12/3 金

コンサルタント

‐表敬訪問及び協議  日本大使館
‐協議及び打合せ  JICA
‐表敬訪問及び協議  MIME
‐表敬訪問及び協議  MOE

A - 3



2. 基本設計概要説明調査

No. Day
JICA コンサルタント

力石 前田 関澤 満田 三島

1 2005
3/20 日 移動(成田 →プノンペン)

2 3/21 月
‐協議及び打合せ  JICA及び日本大使館
‐表敬訪問及び協議  MIME, DIME, etc

3 3/22 火
‐MIME, EACと基本設計レポートについての協議
   (関税システムの協議）

4 3/23 水 移動(成田→プノンペン) ‐協議 MIME

5 3/24 木 ‐議事録作成及び協議

6 3/25 金
‐議事録の協議とサイン EOJ, JICA

移動(成田→バンコク)

7 3/26 土 移動(バンコク→成田) ‐現地調査

8 3/27 日
‐現地調査

移動(成田 → バンコク)

9 3/28 月 移動(バンコク → 成田)

備考：
JICA : 独立行政法人国際協力機構 / Japan International Cooperation Agency
EOJ : 日本大使館 / Embassy of Japan
MIME : Ministry of lndustry, Mines and Energy / 鉱工業エネルギー省
MOE : Ministry of Environment / 環境省
EDC : Electricite du Cambodia / カンボジア電力公社
EAC : Electricity Authority of Cambodia / カンボジア電力庁
DIME : Provincial Department of Industry, Mines and Energy / MIMEの地方部局
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関係者（面談者）リスト 
 

 

(1) 鉱工業エネルギー省 (Ministry of Industry, Mines and Energy : MIME) 
大臣 (Minister) Mr. Suy Sem 
次官 (Secretary of State) Mr. Ith Praing 
次官 (Secretary of State) Mr. Khlaut Randy 
次官 (Under Secretary of State) Dr. Sat Samy 
エネルギー副本部長 
 (Deputy General Director of Energy) 

Dr. Bun Narith 

水力発電部長 (Director of Hydroelectricity Department) Mr. Much Chhun Horn 
副部長 (Deputy Director of Hydroelectricity Department) Mr. Nong Sareth 
副主任（水力発電部） 

(Vice Chief of Hydroelectricity Project Office) 
Mr. Pan Narith 

副主任(メコン川事務所) 
(Vice Chief of Mekong River Office) 

Mr. Chea Narin 

副主任(メコン川事務所) 
(Vice Chief of Mekong River Office) 

Mr. Kim Nhan Chan Amrin

技師 (Staff of Mekong River Office) Mr. Pen Sameth 
 
(2) 鉱工業エネルギー省モンドルキリ支局 
 (Department of Industry, Mines and Energy : DIME) 

所長 (Director) Mr. Kong Pisith 
次長 (Deputy Director) Mr. Um Saran 
技師 Mr. Chin Sokhun 

 
(3) 環境省 (Ministry of Environment : MOE) 

次官 (Secretary of State) Mr. Khieu Muth 
副部長 (Deputy Director) Mr. Ngoun Kong 
主任 (Chief)  Mr. Leang Mengleap 

 
(4) 観光省 (Ministry of Turism : MOT) 

部長 (Director) Mr. Ruos Samear 
 
(5) 林野省 (Ministry of Forestry : MOF) 

副部長 (Deputy Director) Mr. Chheang Dany 
 
(6) カンボジア電力庁 (Electricity Authority of Cambodia : EAC) 

長官 (Chairman, Secretary of State ) Dr. Ty Norin  
部長 (Director of Finance and Pricing ) Mr. Ty Thany 

 
(7) カンボジア電力公社 (Electricite du Cambodge : EDC) 

副総裁 (Deputy Managing Director) Mr. Yim Nolson 
本部長 (Executive Director) Mr. Chan Sodavath 
副部長 

(Deputy Director of Corporate Planning & Projects) 
Mr. Chulasa Praing 
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(8) モンドルキリ州 (Province of Mondulkili) 

モンドルキリ州知事 
(Governor of Mondulkiri Province) 

Mr. H.E. Thou Sonn 

筆頭副知事 
(1st Deputy Governor of Mondulkiri Province) 

Mr. H.E. Keo Horn 

センモノロム市長 (Governor of District Sen Monorom) Mr. Chhouk Sen 
 
(9) 在カンボジア日本大使館 (Embassy of Japan : EoJ) 

二等書記官 作田 吉弘 
 
(10) JICA個別派遣専門家 (JICA Expert) 

鉱工業エンルギー省 : MIME 橋本 信夫 
カンボジア電力庁 : EAC 金築 等 
カンボジア電力公社 : EDC 篠原 純也 

 
(11) カンボジア JICA事務所 

所 長 力石 寿郎 
次 長 三次 哲都 
所 員 増田 親弘 
所 員 中島 啓祐 
所 員 久保田 利恵子 
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事業事前計画表（基本設計時） 

 
1. 対象事業名 

カンボジア王国 モンドルキリ州小水力電化計画 

2. 要請の背景（協力の必要性・位置付け） 

カンボジア王国（以下「カ」国と称す）の電力状況は、長い内戦により既存設備の多くが破

れたため発展が遅れ、国内で電力が供給されているのは全世帯の約 13%、年間消費電力量は

当たり 35kWhで東南アジアでは最も低い水準となっている。 

本計画地点であるモンドルキリ州の州都センモノロム市（人口約 8,000人、約 1,400世帯）

トナム国境山間部に位置し、公共の電力供給は無く、小規模な民間業者がディーゼル発電によ

夕などの食事時間帯にのみ電力が供給されている状態で、慢性的な電力不足の状態となってい

さらに kWh当り電気料金も 1,800 ﾘｴﾙ/kWh（48.3円/kWh）から 2,300 ﾘｴﾙ（61.7円/kWh）とプ

ペンの 4倍以上で低所得者層ではとても支払えない高額な料金であり、このことが開発の妨げ

っている。しかし、現在の全国送電系統拡張計画では 2016年時点でも延長される範囲には含

ておらず、将来ともに他所からの電源は期待できない。 

以上の状況はモンドルキリ州の貧困削減、地域活性化や振興を妨げ住民の生活基盤の構築を

せる障壁となっており、「カ」国内の地域格差がますます大きくなることが予想され、同地域

域発展の観点から早期の安定した電源確保が望まれている。 

この問題を解決するため、メコン委員会は 1999 年に同市周辺での小水力発電に関する調査

施した。この調査結果を踏まえ、「カ」国政府は本計画地点における貧困削減を目指した生活

善のための電化事業として、我が国に対し小水力発電設備 3 箇所建設（総出力 200kW、同市

送配電設備を含む）を無償資金協力案件として要請してきた。 

 

3. プロジェクト全体計画概要（無償資金協力案件を投入の１つとする相手国政府によるプロジェ

全体計画） 

(1) プロジェクト全体計画の目標（裨益対象の範囲及び規模） 

1) センモノロム市に電力が安定供給される。 

2) 低所得者層が安価な電気を利用することができる。 

（裨益対象：センモノロム市民／2012年末時点、約 1,650世帯、9,000人） 

(2) プロジェクト全体計画の成果 

1) センモノロム市に 3 箇所の小水力発電所及び渇水期の出力補給のためのディーゼル発電

完備される。 

2) センモンロム市対象地域の配電網が整備される。

3) 電力供給運営組織(センモノロム電力公社)が設立され、運営・維持管理技術が養われる。
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(3) プロジェクト全体計画の主要活動 

1) 総出力 370kWの３水力発電所の建設 

2) 渇水期の補完電源となる出力 250kWのディーゼル発電所の建設

3) 延長 33.71kmの 22kV中圧送電線及び延長 33.73kmの配電線並びに開閉変電設備の建設

4) 電力供給運営組織の設立 

5) 上記 1)～4)施設の運営・維持管理 

6) 組織及び施設の運営・維持管理に必要な技術訓練の実施

(4) 投入 

ア．日本側：（本案件）無償資金協力 11.03 億円

イ．相手国側 

(ｱ) 必要な人員：センモノロム電力公社の要員 31名 

(ｲ) 電力供給開始に必要な資金：約 21 百万円（土地取得・借用費、既存道路改修・維持費、既

設の電力設備の撤去費、一般需要家引き込み線工事費、屋内配線工事費、ローカルスタッフ

研修費及び事業運用開始準備費など） 

(ｳ) 運営に必要な経費 

(5) 実施体制 

主管官庁：鉱工業エネルギー省（MIME） 

実施機関：鉱工業エネルギー省（MIME）モンドルキリ地方局（DIME） 

 

4. 無償資金協力案件の内容 

(1) サイト 

カンボジア王国モンドルキリ州センモノロム市 

(2) 概要 

1) オモレン、オロミス及びプレダクデュエルの 3地点に合計出力 370kWの流れ込み式水力発電

所を設置する。 

2) 渇水期の補完電源として出力 250kWのディーゼル発電所をセンモノロム市に設置する。 

3) 延長 33.73kmの中圧送電線及び 33.71kmの配電線ならびに開閉・変電設備を設置する。 

4)  電力運営組織従事者を対象に組織及び施設の運営・維持管理に必要な技術指導を行う。 

(3) 相手国側負担事項 

1) 発電・配電施設及び仮設の建設工事のために必要な用地の確保 

2) 工事期間中に必要な用地の借地権の取得・無償提供、及び障害物の除去 

3) 既存の発電及び配電設備の撤去 

4) サイト外の建設工事に関連する既存道路の維持保守 

(4) 概算事業費 

概算事業費 11.24億円（無償資金協力 11.03億円、カンボジア国側負担 0.21億円） 
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(5) 工期 

1) 詳細設計 ：約 4ヶ月 

2) 入札、電力施設建設工事及び試運転 ：約 22ヶ月 

(6) 貧困、ジェンダー、環境及び社会面の配慮 

本電化計画によって電気の安定供給が図られるが、低所得者層が取り残されることなく電気

の恩恵を被り、地域社会とともに発展ができるように、安価な電気料金システムとなる計画を

作成した。 

3箇所の水力発電計画地点の内、オモレン及びプレダクデュエルには観光客が訪れる滝があ

る。設備の設計に当っては、観光客の一般的な行動範囲から目視できない様、水路の埋設及び

取水堰の位置等、環境に配慮した設計を行う。また、観光シーズンである乾期は、午前 9時か

ら午後 4時まで、水力発電所の運転を制限して、滝への放流を行う計画とした。 

 

5.外部要因 

特になし 

6.過去に類似案件からの教訓の活用 

特になし 

7.プロジェクト全体計画の事後評価に係る提案 

(1) プロジェクト全体計画の目標達成を示す成果指標 
 

成  果  指  標  項      目 

現状（2004年末） 計画（完工 5年後、2012年末）

1) 供給電力（発電端） 170kW（民間業者によるが、廃

業の見込み） 

400kW（年間を通しての安定出

力） 

2) 電力供給時間 朝 3時間、昼 3時間、夜 6時間、

ただし頻繁に供給制限有り 

24時間供給 

3) 電化率 約 32％ 約 80％ 

4) 電気料金 1,800 ﾘｴﾙ/kWh（48.3 円/kWh）

から 2,300 ﾘｴﾙ（61.7円/kWh）

平均 約 631 ﾘｴﾙ/kWh 

（16.9円/kWh） 
 
(2) その他の成果指標 

特になし 

(3 ) 評価のタイミング 

完工から約 5年後（2012年末）なお、必要に応じ 3年後に中間評価を行う。 
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